
 

令和７年２月13日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジェクシード 

代表者名 代表取締役 今井 俊夫 

（コード：3719 東証スタンダード） 

問合せ先 経営管理部部長 増尾 雅人 

（TEL．03-5259-7010） 

 

商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、令和７年２月 13 日開催予定の第 61 回定時株主総会で商号変更を

含む、定款一部変更の件について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．商号の変更 

（１）変更の理由 

当社は、ステークホルダーに対して積極的に事業内容の説明と認知度向上を図ってまいりました。今後は更

なる成長を目指すため、持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことを目的として、令和７年

３月 28 日開催予定の第 61 回定時株主総会での承認を条件として商号変更を行います。 

（２）新商号 

AIストーム 株式会社 

（英文表記：AI storm Co., Ltd.） 

（３）変更予定日 

令和７年４月１日 

２．定款の一部変更 

当社における今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目

的の変更を行うものであります。 

  



３．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所を示します） 

 

現行定款 変更案 

（商 号）  

第１条  当会社は株式会社 ジェクシード

と称し、英文ではＧＥＸＥＥＤ Ｃ

Ｏ．，ＬＴＤ．と表示する。  

 

（目 的）  

第２条  当会社は、次の各号の事業を営

むことを目的とする。  

１～３２（条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（商 号）  

第１条 当会社はAIストーム株式会社と称

し、英文ではAI storm Co., Ltd.

と表示する。  

 

（目 的）  

第２条  （現行どおり）  

 

１～３２（現行どおり） 

33 AIソリューション開発 

34 生成AIを活用したサービス提供 

35 AIによるデータ分析と最適化 

36 AIの組込開発 

37 AI教育・コンサルティング 

38 産業廃棄物の収集、運搬、保管、処理

及び最終処分 

39 特別管理産業廃棄物の収集、運搬、保

管、処理及び最終処分 

40 建設廃材、コンクリートがら、アスフ

ァルトがら、木くず等の収集、運搬、

リサイクル及び販売 

41 廃プラスチック類、金属くず、ガラス

くず、陶磁器くず、紙くず等のリサイ

クル及び販売 

42 一般廃棄物の収集、運搬、処理及びリ

サイクル業務 

43 事業系一般廃棄物の収集、運搬、分別

及び処理業務 

44 建物解体工事及びそれに伴う廃棄物処

理業務 

45 建設資材の再利用及びリサイクル業務 

46 環境保全及びリサイクルに関するコン

サルティング業務 

 

  



現行定款 変更案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本店の所在地）  

第３条 会社は、本店を東京都台東区に置く。  

47 物流業務におけるＡＩ導入プロジ

ェクトの企画、実行およびマネジ

メントに関するサポート業務 

48 ロジスティックス業務に関連する

ＩｏＴデバイス、センサーおよび

ハードウェアの開発、販売および

輸出入業務 

49 ＡＩを用いた物流データの分析、

需要予測、ルート最適化およびプ

ロセス改善に関する事業 

50 ロジスティックスおよびＡＩに関

連するマーケティング、広告およ

びプロモーション活動の企画運営 

51 ロジスティックス業務におけるＡ

Ｉシステムおよびソフトウェアの

開発、販売、導入支援および保守 

52 ロジスティックス分野におけるＡ

Ｉ活用事例の普及促進およびコン

サルティングサービス 

53 ロジスティックス業務に関連する

車両の仕入、販売、リース、レン

タル業務 

54 ロジスティックス業務に関連する

ファンド組成等の金融関連事業 

55 前各号に附帯する一切の業務 

 

（本店の所在地）  

第３条  会社は、本店を東京都千代田区に

置く。  

 

 

４．日程 

（１）定款変更のための株主総会開催日 令和７年３月 28 日（予定） 

（２）定款変更の効力発生日 令和７年４月 １日（予定） 

以上 


